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○
輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
及
び
外
国
為
替
令
別
表
の
規
定
に
基
づ
き
貨
物
又
は
技
術
を
定
め
る
省
令
新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

輸
出
貿
易
管
理
令

以
下
「
輸
出
令
」
と
い
う
。

別
表
第
一
の

輸
出
貿
易
管
理
令

以
下
「
輸
出
令
」
と
い
う
。

別
表
第
一
の

第
一
条

第
一
条

(
)

(
)

二
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ

二
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十
九

（
略
）

一
～
十
九

（
略
）

二
十

ロ
ボ
ッ
ト

操
縦
ロ
ボ
ッ
ト
及
び
シ
ー
ケ
ン
ス
ロ
ボ
ッ
ト
を
除

二
十

ロ
ボ
ッ
ト

操
縦
ロ
ボ
ッ
ト
及
び
シ
ー
ケ
ン
ス
ロ
ボ
ッ
ト
を
除

(
(

く
。

若
し
く
は
エ
ン
ド
エ
フ
ェ
ク
タ
ー
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ

く
。

若
し
く
は
エ
ン
ド
エ
フ
ェ
ク
タ
ー
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ

)
)

か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
制
御
装
置

か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
制
御
装
置

イ

工
業
標
準
化
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号

に
基
づ

イ

工
業
標
準
化
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号

に
基
づ

(
)

(
)

く
日
本
工
業
規
格

以
下
単
に
「
日
本
工
業
規
格
」
と
い
う
。

Ｃ

く
日
本
工
業
規
格

以
下
単
に
「
日
本
工
業
規
格
」
と
い
う
。

Ｃ

(
)

(
)

〇
九
三
〇
号

電
気
機
器
の
防
爆
構
造
総
則

で
定
め
る
防
爆
構
造

〇
九
〇
三
号

一
般
用
電
気
機
器
の
防
爆
構
造
通
則

で
定
め
る
防

(
)

(
)

(
)

(
)

の
も
の

塗
装
用
の
も
の
を
除
く
。

爆
構
造
の
も
の

塗
装
用
の
も
の
を
除
く
。

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

二
十
一
～
六
十

（
略
）

二
十
一
～
六
十

（
略
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条
の
二

輸
出
令
別
表
第
一
の
三
の
二
の
項

一

の
経
済
産
業
省
令

第
二
条
の
二

輸
出
令
別
表
第
一
の
三
の
二
の
項

一

の
経
済
産
業
省
令

(
)

(
)

で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

毒
素

免
疫
毒
素
を
除
く
。

で
あ
っ
て
、
ア
フ
ラ
ト
キ
シ
ン
、
ア

三

毒
素

免
疫
毒
素
を
除
く
。

で
あ
っ
て
、
ア
フ
ラ
ト
キ
シ
ン
、
ウ

(
)

(
)
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ブ
リ
ン
、
ウ
ェ
ル
シ
ュ
菌
毒
素
、
Ｈ
Ｔ-

２
ト
キ
シ
ン
、
黄
色
ブ
ド

ェ
ル
シ
ュ
菌
毒
素
、
黄
色
ブ
ド
ウ
球
菌
毒
素
、
コ
ノ
ト
キ
シ
ン
、

ウ
球
菌
毒
素
、
コ
ノ
ト
キ
シ
ン
、
コ
レ
ラ
毒
素
、
赤
痢
菌
毒
素
、

赤
痢
菌
毒
素
、
テ
ト
ロ
ド
ト
キ
シ
ン
、
ベ
ロ
毒
素
、
ボ
ツ
リ
ヌ
ス

デ
ア
セ
ト
キ
シ
ス
シ
ル
ペ
ノ
ー
ル
毒
素
、
Ｔ-

２
ト
キ
シ
ン
、
テ
ト

毒
素
又
は
ミ
ク
ロ
シ
ス
チ
ン

ロ
ド
ト
キ
シ
ン
、
ビ
ス
カ
ム
ア
ル
バ
ム
レ
ク
チ
ン
、
ベ
ロ
毒
素
、

ボ
ツ
リ
ヌ
ス
毒
素
、
ボ
ル
ケ
ン
シ
ン
、
ミ
ク
ロ
シ
ス
チ
ン
又
は
モ

デ
シ
ン

四
～
七

（
略
）

四
～
七

（
略
）

２

輸
出
令
別
表
第
一
の
三
の
二
の
項

二

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

２

輸
出
令
別
表
第
一
の
三
の
二
の
項

二

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

(
)

(
)

仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

密
閉
式
の
発
酵
槽
で
あ
っ
て
、
容
量
が
二
○
リ
ッ
ト
ル
以
上
の

二

密
閉
式
の
発
酵
槽
で
あ
っ
て
、
容
量
が
一
〇
〇
リ
ッ
ト
ル
以
上

も
の

の
も
の

三

（
略
）

三

（
略
）

四

ク
ロ
ス
フ
ロ
ー
ろ
過
用
の
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
及
び
ロ
に

四

ク
ロ
ス
フ
ロ
ー
ろ
過
用
の
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
及
び
ロ
に

該
当
す
る
も
の(

た
だ
し
、
逆
浸
透
膜
を
用
い
た
も
の
を
除
く
。)

該
当
す
る
も
の

イ

有
効
ろ
過
面
積
の
合
計
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

イ

有
効
ろ
過
面
積
の
合
計
が
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

定
置
し
た
状
態
で
内
部
の
滅
菌
又
は
殺
菌
を
す
る
こ
と
が
で

ロ

定
置
し
た
状
態
で
内
部
の
滅
菌
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

ロ
き
る
も
の

四
の
二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
に
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
部
分
品

で
あ
っ
て
、
有
効
ろ
過
面
積
が
○
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

五
～
七

（
略
）

五
～
七

（
略
）

第
三
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
四
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕

第
三
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
四
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕

様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。
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一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

推
進
薬
又
は
そ
の
原
料
と
な
る
物
質
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ

七

推
進
薬
又
は
そ
の
原
料
と
な
る
物
質
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
も
の

か
に
該
当
す
る
も
の

イ
～
リ

（
略
）

イ
～
リ

（
略
）

ヌ

液
体
酸
化
剤
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

ヌ

液
体
酸
化
剤
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

一

～
（
三
）

（
略
）

一

～
（
三
）

（
略
）

(
)

(
)

(

四)

窒
素
酸
化
物
の
混
合
物

(

五

耐
腐
食
性
を
有
す
る
赤
煙
硝
酸

(

四

耐
腐
食
性
を
有
す
る
赤
煙
硝
酸

)
)

六

ふ
っ
素
及
び
そ
の
他
の
ハ
ロ
ゲ
ン
、
酸
素
又
は
窒
素
か
ら

五

ふ
っ
素
及
び
そ
の
他
の
ハ
ロ
ゲ
ン
、
酸
素
又
は
窒
素
か
ら

(
)

(
)

な
る
化
合
物

な
る
化
合
物

ル
～
ノ

（
略
）

ル
～
ノ

（
略
）

八

（
略
）

八

（
略
）

九

バ
ッ
チ
式
の
混
合
機(

液
体
用
の
も
の
を
除
く
。)

で
あ
っ
て
、

九

バ
ッ
チ
式
の
混
合
機

粉
粒
体
用
の
も
の
に
限
る
。

で
あ
っ
て
、

(
)

〇
以
上
一
三
・
三
二
六
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
絶
対
圧
力
で
混
合

〇
以
上
一
三
・
三
二
六
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
圧
力
で
混
合
す
る

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
う
ち
、
混
合
容
器
内
の
温
度
を
制
御

こ
と
が
で
き
る
も
の
の
う
ち
、
混
合
容
器
内
の
温
度
を
制
御
す
る

す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の
又

こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ

は
そ
の
部
分
品

の
部
分
品

イ
～
ロ

（
略
）

イ
～
ロ

（
略
）

九
の
二

連
続
式
の
混
合
機(

液
体
用
の
も
の
を
除
く
。)

で
あ
っ
て

九
の
二

連
続
式
の
混
合
機

粉
粒
体
用
の
も
の
に
限
る
。

で
あ
っ
て

(
)

、
〇
以
上
一
三
・
三
二
六
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
絶
対
圧
力
で
混

、
〇
以
上
一
三
・
三
二
六
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
圧
力
で
混
合
す

合
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
う
ち
、
混
合
容
器
内
の
温
度
を
制

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
う
ち
、
混
合
容
器
内
の
温
度
を
制
御
す

御
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の

る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の
又
は

又
は
そ
の
部
分
品

そ
の
部
分
品

イ
～
ロ

（
略
）

イ
～
ロ

（
略
）
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十

（
略
）

十

（
略
）

複
合
材
料
、
繊
維
、
プ
リ
プ
レ
グ
又
は
プ
リ
フ
ォ
ー
ム
（
五

複
合
材
料
、
繊
維
、
プ
リ
プ
レ
グ
又
は
プ
リ
フ
ォ
ー
ム
（
五

十
一

十
一

〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
ペ
イ
ロ
ー
ド
を
三
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
ペ
イ
ロ
ー
ド
を
三
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

以
上
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
ロ
ケ
ッ
ト
又
は
無
人
航
空
機
に
使

以
上
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
ロ
ケ
ッ
ト
又
は
無
人
航
空
機
に
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
の
製
造
用
の
装
置
で
あ
っ

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
の
製
造
用
の
装
置
で
あ
っ

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ
の
部
分
品
若
し
く

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ
の
部
分
品
若
し
く

は
附
属
品

は
附
属
品

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

多
次
元
に
、
か
つ
、
多
軸
方
向
に
織
る
こ
と
が
で
き
る
織
機

ハ

三
次
元
的
に
織
る
こ
と
が
で
き
る
織
機
又
は
イ
ン
タ
ー
レ
ー

又
は
イ
ン
タ
ー
レ
ー
シ
ン
グ
マ
シ
ン

シ
ン
グ
マ
シ
ン

ニ
・
ホ

（
略
）

ニ
・
ホ

（
略
）

十
二

ノ
ズ
ル
で
あ
っ
て
、
原
料
ガ
ス
の
熱
分
解
（
一
、
三
○
○
度

十
二

ノ
ズ
ル
で
あ
っ
て
、
原
料
ガ
ス
の
熱
分
解
（
一
、
三
○
○
度

以
上
二
、
九
○
○
度
以
下
の
温
度
範
囲
に
お
い
て
、
か
つ
、
一
三

以
上
二
、
九
○
○
度
以
下
の
温
度
範
囲
に
お
い
て
、
か
つ
、
一
三

○
パ
ス
カ
ル
以
上
二
○
、
○
○
○
パ
ス
カ
ル
以
下
の
絶
対
圧
力
の

○
パ
ス
カ
ル
以
上
二
○
、
○
○
○
パ
ス
カ
ル
以
下
の
圧
力
範
囲
に

範
囲
に
お
い
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
生
成
す
る
物
質
を

お
い
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
生
成
す
る
物
質
を
基
材
に

基
材
に
定
着
さ
せ
る
た
め
の
も
の

定
着
さ
せ
る
た
め
の
も
の

十
三
～
十
六

（
略
）

十
三
～
十
六

（
略
）

十
七

加
速
度
計
若
し
く
は
ジ
ャ
イ
ロ
ス
コ
ー
プ
若
し
く
は
こ
れ
ら

十
七

加
速
度
計
若
し
く
は
ジ
ャ
イ
ロ
ス
コ
ー
プ
若
し
く
は
こ
れ
ら

を
用
い
た
装
置
若
し
く
は
航
法
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

を
用
い
た
装
置
若
し
く
は
航
法
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の

ロ
ケ
ッ
ト
又
は
無
人
航
空
機
に
使
用
す
る
こ
と

に
該
当
す
る
も
の

ロ
ケ
ッ
ト
又
は
無
人
航
空
機
に
使
用
す
る
こ
と

(
(

が
で
き
る
も
の
に
限
る
。

又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

が
で
き
る
も
の
に
限
る
。

又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

)
)

イ

五
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
ペ
イ
ロ
ー
ド
を
三
〇
〇
キ
ロ
メ

イ

五
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
ペ
イ
ロ
ー
ド
を
三
〇
〇
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
以
上
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
ロ
ケ
ッ
ト
又
は
無
人
航

ー
ト
ル
以
上
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
ロ
ケ
ッ
ト
に
使
用
す
る

空
機
に
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
航
法
装
置
で
あ
っ
て
、
ジ

よ
う
に
設
計
し
た
航
法
装
置
で
あ
っ
て
、
ジ
ャ
イ
ロ
ス
タ
ビ
ラ
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ャ
イ
ロ
ス
タ
ビ
ラ
イ
ザ
ー
又
は
自
動
操
縦
装
置
と
と
も
に
使
用

イ
ザ
ー
又
は
自
動
操
縦
装
置
と
と
も
に
使
用
す
る
よ
う
に
設
計

す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

し
た
も
の

ロ
～
へ

（
略
）

ロ
～
へ

（
略
）

五
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
ペ
イ
ロ
ー
ド
を
三
〇
〇
キ

十
七
の
二

ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
ロ
ケ
ッ
ト
又
は
無
人

統
合
さ
れ
た
航
法
シ
ス
テ

航
空
機
に
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た

ム
で
あ
っ
て
、
平
均
誤
差
半
径
が
二
○
○
メ
ー
ト
ル
以
下
の
精
度
の

も
の

十
七
の
三

加
速
度
計
若
し
く
は
ジ
ャ
イ
ロ
ス
コ
ー
プ
若
し
く
は
こ

十
七
の
二

加
速
度
計
若
し
く
は
ジ
ャ
イ
ロ
ス
コ
ー
プ
若
し
く
は
こ

れ
ら
を
用
い
た
装
置
若
し
く
は
航
法
装
置
の
製
造
用
の
装
置
若
し

れ
ら
を
用
い
た
装
置
若
し
く
は
航
法
装
置
の
製
造
用
の
装
置
若
し

く
は
工
具
、
試
験
装
置
若
し
く
は
校
正
装
置
、
心
合
わ
せ
装
置
又

く
は
工
具
、
試
験
装
置
若
し
く
は
校
正
装
置
、
心
合
わ
せ
装
置
又

は
こ
れ
ら
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

は
こ
れ
ら
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の

の

イ
～
へ

（
略
）

イ
～
へ

（
略
）

五
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
ペ
イ
ロ
ー
ド
を
三
〇
〇
キ
ロ
メ

十
八

五
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
ペ
イ
ロ
ー
ド
を
三
〇
〇
キ
ロ
メ

十
八ー
ト
ル
以
上
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
ロ
ケ
ッ
ト
に
使
用
す
る
よ

ー
ト
ル
以
上
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
ロ
ケ
ッ
ト
に
使
用
す
る
よ

う
に
設
計
し
た
飛
行
制
御
装
置
又
は
姿
勢
制
御
装
置

う
に
設
計
し
た
飛
行
制
御
装
置
若
し
く
は
姿
勢
制
御
装
置
又
は
こ

れ
ら
の
試
験
装
置
、
校
正
装
置
若
し
く
は
心
合
わ
せ
装
置

十
八
の
二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
に
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
サ

ー
ボ
弁
で
あ
っ
て
、
周
波
数
範
囲
が
二
○
ヘ
ル
ツ
以
上
二
、
○
○

○
ヘ
ル
ツ
以
下
の
全
域
に
お
い
て
加
速
度
の
実
効
値
が
九
八
メ
ー

ト
ル
毎
秒
毎
秒
を
超
え
る
振
動
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

設
計
し
た
も
の

十
八
の
三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
試
験
装
置
、
校
正
装
置
又
は
心
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合
わ
せ
装
置

十
九

ア
ビ
オ
ニ
ク
ス
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

十
九

ア
ビ
オ
ニ
ク
ス
装
置

五
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
ペ
イ
ロ
ー

(
る
も
の

ド
を
三
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
ロ
ケ

ッ
ト
に
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
に
限
る
。

で
あ
っ
て
、

)

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

レ
ー
ダ
ー

五
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
ペ
イ
ロ
ー
ド
を
三
〇

イ

レ
ー
ダ
ー

(

〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
ロ
ケ
ッ
ト
に

使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
に
限
る
。
）

ロ

パ
ッ
シ
ブ
セ
ン
サ
ー
で
あ
っ
て
、
特
定
の
電
磁
波
源
の
方
向

ロ

パ
ッ
シ
ブ
セ
ン
サ
ー
で
あ
っ
て
、
特
定
の
電
磁
波
源
の
方
向

又
は
地
形
の
特
性
を
探
知
す
る
も
の

五
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上

又
は
地
形
の
特
性
を
探
知
す
る
も
の

(

の
ペ
イ
ロ
ー
ド
を
三
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
運
搬
す
る
こ
と

が
で
き
る
ロ
ケ
ッ
ト
に
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
に
限

る
。
）

ハ

ジ
ー
ピ
ー
エ
ス
そ
の
他
の
人
工
衛
星
か
ら
の
電
波
を
受
信
す

ハ

衛
星
航
法
シ
ス
テ
ム
か
ら
の
電
波
を
受
信
す
る
装
置
で
あ
っ
て

る
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の

一

及
び

二

に
該
当
す
る
環
境
の
も

、
次
の(

一)

若
し
く
は(

二)

に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ
の
た
め
に

(
)

(
)

と
で
、
航
法
に
係
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

特
に
設
計
し
た
部
分
品

五
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
ペ
イ
ロ
ー
ド
を
三
〇
〇
キ
ロ

一

一
秒
に
つ
き
五
一
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
速
度

(

一)
(

)

メ
ー
ト
ル
以
上
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
ロ
ケ
ッ
ト
に
使
用

二

一
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
高
度

(
)

す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

(

二)

航
行
又
は
飛
翔
す
る
移
動
体
に
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た

も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

１

毎
秒
六
○
○
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
速
度
の
も
と
で
、
航
法

に
係
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

２

軍
隊
又
は
政
府
機
関
に
よ
る
使
用
を
目
的
と
し
て
設
計
若
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し
く
は
改
良
さ
れ
、
か
つ
、
衛
星
航
法
シ
ス
テ
ム
で
用
い
ら

れ
る
暗
号
化
さ
れ
た
信
号
又
は
デ
ー
タ
に
ア
ク
セ
ス
す
る
た

め
の
暗
号
の
復
号
機
能
を
有
す
る
も
の
（
民
生
用
途
又
は
生

命
若
し
く
は
身
体
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
航
法
デ
ー
タ

を
受
信
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
を
除
く
。
）

３

意
図
的
な
妨
害
を
受
け
る
環
境
の
も
と
で
機
能
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
ナ
ル
ス
テ
ア
ラ
ブ
ル
ア
ン
テ
ナ
、
電
子
的

に
走
査
が
可
能
な
ア
ン
テ
ナ
そ
の
他
妨
害
除
去
機
能
を
有
す

る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
（
民
生
用
途
又
は
生
命
若
し
く
は

身
体
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
航
法
デ
ー
タ
を
受
信
す
る

よ
う
に
設
計
し
た
も
の
を
除
く
。
）

二
十
～
二
十
七

（
略
）

二
十
～
二
十
七

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
四
条

第
四
条

第
五
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
六
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕

第
五
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
六
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕

様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

測
定
装
置
工
作
機
械
で
あ
っ
て
、
測
定
装
置
と
し
て
使
用
す
る

八

測
定
装
置

工
作
機
械
で
あ
っ
て
、
測
定
装
置
と
し
て
使
用
す
る

(
(

こ
と
が
で
き
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

で

こ
と
が
で
き
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

で

)
)

あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

電
子
計
算
機
若
し
く
は
数
値
制
御
装
置
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ

イ

電
子
計
算
機
若
し
く
は
数
値
制
御
装
置
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ

イ
る
座
標
測
定
機
又
は
あ
ら
か
じ
め
記
憶
さ
せ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

る
も
の
又
は
あ
ら
か
じ
め
記
憶
さ
せ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
い
て

用
い
て
制
御
さ
れ
る
座
標
測
定
機
で
あ
っ
て
、
国
際
規
格
Ｉ
Ｓ

制
御
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
国
際
規
格
Ｉ
Ｓ
Ｏ
一
〇
三
六
〇
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Ｏ
一
〇
三
六
〇
／
二(

二
〇
〇
一)

座
標
計
測
第
二
部

で
定
め
る

／
二

座
標
計
測
第
二
部

で
定
め
る
測
定
方
法
に
よ
り
空
間
の
測

(
)

(
)

測
定
方
法
に
よ
り
空
間
の
測
定
精
度
を
測
定
し
た
場
合
に
、
操

定
精
度
を
測
定
し
た
場
合
に
、
測
定
軸
の
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル

作
範
囲
内
の
い
ず
れ
か
の
測
定
点
に
お
い
て
、
測
定
軸
の
マ
イ

で
表
し
た
測
定
の
不
確
か
さ
の
数
値
が
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で
表
し

ク
ロ
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
最
大
許
容
指
示
誤
差
が
ミ
リ
メ
ー
ト

た
当
該
測
定
軸
の
長
さ
に
〇
・
〇
〇
一
を
乗
じ
て
得
た
数
値
に

ル
で
表
し
た
当
該
測
定
軸
の
長
さ
に
〇
・
〇
〇
一
を
乗
じ
て
得

一
・
七
を
加
え
た
数
値
以
下
と
な
る
も
の

た
数
値
に
一
・
七
を
加
え
た
数
値
以
下
と
な
る
も
の

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

ロ
ボ
ッ
ト

操
縦
ロ
ボ
ッ
ト
及
び
シ
ー
ケ
ン
ス
ロ
ボ
ッ
ト
を
除
く

ロ
ボ
ッ
ト

操
縦
ロ
ボ
ッ
ト
及
び
シ
ー
ケ
ン
ス
ロ
ボ
ッ
ト
を
除
く

九

九

(
(

。

で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ
の
制
御

。

で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ
の
制
御

)
)

装
置
若
し
く
は
エ
ン
ド
エ
フ
ェ
ク
タ
ー

装
置
若
し
く
は
エ
ン
ド
エ
フ
ェ
ク
タ
ー

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

日
本
工
業
規
格
Ｃ
〇
九
三
〇
号
で
定
め
る
防
爆
構
造
の
も
の

ロ

日
本
工
業
規
格
Ｃ
〇
九
〇
三
号
で
定
め
る
防
爆
構
造
の
も
の

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

十
一

（
略
）

十
一

（
略
）

第
六
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
七
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕

第
六
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
七
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕

様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

集
積
回
路
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

一

集
積
回
路
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

次
の
い
ず
れ
か
の
放
射
線
照
射
に
耐
え
ら
れ
る
よ
う
に
設
計

イ

全
吸
収
線
量
が
シ
リ
コ
ン
換
算
で
五
、
〇
〇
〇
グ
レ
イ
以
上

し
た
も
の

他
の
貨
物
に
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
を
除

と
な
る
放
射
線
照
射
に
耐
え
ら
れ
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
又

(

く
。

は
吸
収
線
量
が
シ
リ
コ
ン
換
算
で
一
秒
間
に
五
、
〇
〇
〇
、
〇

)

(

一)

全
吸
収
線
量
が
シ
リ
コ
ン
換
算
で
五
、
○
○
○
グ
レ
イ
以

〇
〇
グ
レ
イ
以
上
の
放
射
線
照
射
に
よ
り
障
害
を
発
生
し
な
い

上
の
も
の

よ
う
に
設
計
し
た
も
の

他
の
貨
物
に
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し

(

)
(

二)

吸
収
線
量
が
シ
リ
コ
ン
換
算
で
一
秒
間
に
五
、
〇
〇
〇
、

た
も
の
を
除
く
。
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〇
〇
〇
グ
レ
イ
以
上
の
も
の

(
三)

一
メ
ガ
電
子
ボ
ル
ト
相
当
の
中
性
子
束
（
積
算
値
）
が
一

平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
五
〇
兆
個
以
上
と
な
る
も
の

（
Ｍ
Ｉ
Ｓ
形
の
も
の
を
除
く
。
）

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

ホ

ア
ナ
ロ
グ
デ
ジ
タ
ル
変
換
用
の
も
の
又
は
デ
ジ
タ
ル
ア
ナ
ロ

ホ

ア
ナ
ロ
グ
デ
ジ
タ
ル
変
換
用
の
も
の
又
は
デ
ジ
タ
ル
ア
ナ
ロ

グ
変
換
用
の
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

グ
変
換
用
の
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

(
)

(
)

の

他
の
貨
物
に
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
を
除
く
。

の

他
の
貨
物
に
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
を
除
く
。

一

ア
ナ
ロ
グ
デ
ジ
タ
ル
変
換
用
の
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い

一

ア
ナ
ロ
グ
デ
ジ
タ
ル
変
換
用
の
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い

(
)

(
)

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

１

（
略
）

１

（
略
）

２

分
解
能
が
一
二
ビ
ッ
ト
の
も
の
で
あ
っ
て
、
総
変
換
時

２

分
解
能
が
一
二
ビ
ッ
ト
の
も
の
で
あ
っ
て
、
総
変
換
時

間
が
二
〇
ナ
ノ
秒
未
満
の
も
の

間
が
二
〇
〇
ナ
ノ
秒
未
満
の
も
の

３

分
解
能
が
一
二
ビ
ッ
ト
超
十
四
ビ
ッ
ト
以
下
の
も
の
で

３

分
解
能
が
一
二
ビ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
総

あ
っ
て
、
総
変
換
時
間
が
二
○
○
ナ
ノ
秒
未
満
の
も
の

変
換
時
間
が
二
マ
イ
ク
ロ
秒
未
満
の
も
の

４

分
解
能
が
一
四
ビ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
総

変
換
時
間
が
一
マ
イ
ク
ロ
秒
未
満
の
も
の

二

(

略
）

二

(

略
）

(
)

(
)

へ
～
ル

（
略
）

へ
～
ル

（
略
）

二
～
十

（
略
）

二
～
十

（
略
）

十
の
二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
記
録
技
術
を
用
い
た
デ
ジ
タ
ル
方
式
の
計
測

用
記
録
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の
（
他
の

貨
物
に
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
を
除
く
。
）

イ

サ
ン
プ
リ
ン
グ
速
度
が
一
秒
当
た
り
一
億
サ
ン
プ
ル
以
上
で
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、
か
つ
、
分
解
能
が
八
ビ
ッ
ト
以
上
の
も
の

ロ

一
ギ
ガ
ビ
ッ
ト
毎
秒
以
上
の
デ
ー
タ
を
連
続
し
て
出
力
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

十
一

（
略
）

十
一

（
略
）

十
二

無
線
周
波
数
分
析
器
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

十
二

無
線
周
波
数
分
析
器
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

(
)

(
)

る
も
の

他
の
貨
物
に
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
を
除
く
。

る
も
の

他
の
貨
物
に
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
を
除
く
。

イ

無
線
周
波
数
分
析
器
で
あ
っ
て
、
三
一
・
八
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超

イ

無
線
周
波
数
分
析
器
で
あ
っ
て
、
三
一
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え

る
周
波
数
を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

三
七
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
未
満
の
周
波
数
又
は
四
三
・
五
ギ
ガ
ヘ

る
周
波
数
を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

ル
ツ
を
超
え

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

十
三

周
波
数
シ
ン
セ
サ
イ
ザ
ー
を
用
い
た
信
号
発
生
器
の
う
ち
、

十
三

周
波
数
シ
ン
セ
サ
イ
ザ
ー
を
用
い
た
信
号
発
生
器
の
う
ち
、

合
成
出
力
周
波
数
の
精
度
及
び
安
定
度
が
入
力
周
波
数
又
は
当
該

合
成
出
力
周
波
数
の
精
度
及
び
安
定
度
が
入
力
周
波
数
又
は
当
該

装
置
の
基
準
周
波
数
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次

装
置
の
基
準
周
波
数
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

周
波
数
シ
ン
セ
サ
イ
ザ
ー
を
用
い

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

周
波
数
シ
ン
セ
サ
イ
ザ
ー
を
用
い

(
(

た
信
号
発
生
器
で
あ
っ
て
、
二
以
上
の
水
晶
発
振
器
の
周
波
数
を

た
信
号
発
生
器
で
あ
っ
て
、
二
以
上
の
水
晶
発
振
器
の
周
波
数
を

加
算
し
た
値
、
減
算
し
た
値
又
は
こ
れ
ら
の
値
を
逓
倍
し
た
値
に

加
算
し
た
値
、
減
算
し
た
値
又
は
こ
れ
ら
の
値
を
逓
倍
し
た
値
に

よ
っ
て
出
力
周
波
数
を
規
定
す
る
装
置
及
び
他
の
貨
物
に
使
用
す

よ
っ
て
出
力
周
波
数
を
規
定
す
る
装
置
及
び
他
の
貨
物
に
使
用
す

)
)

る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
を
除
く
。

る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
を
除
く
。

イ

最
大
合
成
出
力
周
波
数
が
三
一
・
八
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る

イ

最
大
合
成
出
力
周
波
数
が
三
一
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
も
の

も
の

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

十
四

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー
で
あ
っ
て
、
最
大
動
作
周
波

十
四

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー
で
あ
っ
て
、
最
大
動
作
周
波

数
が
四
三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
も
の

他
の
貨
物
に
使
用
す

数
が
四
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
も
の

他
の
貨
物
に
使
用
す
る
よ

(
(

)
)

る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
を
除
く
。

う
に
設
計
し
た
も
の
を
除
く
。
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十
五

マ
イ
ク
ロ
波
用
試
験
受
信
機
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
及
び
ロ
に

十
五

マ
イ
ク
ロ
波
用
試
験
受
信
機
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
及
び
ロ
に

該
当
す
る
も
の

他
の
貨
物
に
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
を

該
当
す
る
も
の

他
の
貨
物
に
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
を

(
(

)
)

除
く
。

除
く
。

イ

四
三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
周
波
数
で
使
用
す
る
こ
と

イ

四
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
周
波
数
で
使
用
す
る
こ
と
が
で

が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

十
六

（
略
）

十
六

（
略
）

十
七

半
導
体
素
子
、
集
積
回
路
若
し
く
は
半
導
体
物
質
の
製
造
用

十
七

半
導
体
素
子
、
集
積
回
路
若
し
く
は
半
導
体
物
質
の
製
造
用

の
装
置
若
し
く
は
試
験
装
置
若
し
く
は
集
積
回
路
の
製
造
用
の
マ

の
装
置
若
し
く
は
試
験
装
置
若
し
く
は
集
積
回
路
の
製
造
用
の
マ

ス
ク
若
し
く
は
レ
チ
ク
ル
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

ス
ク
若
し
く
は
レ
チ
ク
ル
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品
若
し
く
は
附
属
品

る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品
若
し
く
は
附
属
品

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

ヘ

蓄
積
プ
ロ
グ
ラ
ム
制
御
方
式
の
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
装
置
で
あ
っ

ヘ

蓄
積
プ
ロ
グ
ラ
ム
制
御
方
式
の
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
装
置
で
あ
っ

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

一

ウ
エ
ハ
ー
の
処
理
の
た
め
の
ス
テ
ッ
プ
ア
ン
ド
リ
ピ
ー
ト

一

ウ
エ
ハ
ー
の
処
理
の
た
め
の
ス
テ
ッ
プ
ア
ン
ド
リ
ピ
ー
ト

(
)

(
)

方
式
又
は
ス
テ
ッ
プ
ア
ン
ド
ス
キ
ャ
ン
方
式
の
露
光
装
置
で

方
式
又
は
ス
テ
ッ
プ
ア
ン
ド
ス
キ
ャ
ン
方
式
の
露
光
装
置
で

あ
っ
て
、
光
学
方
式
の
も
の
又
は
エ
ッ
ク
ス
線
を
用
い
た
も

あ
っ
て
、
光
学
方
式
の
も
の
又
は
エ
ッ
ク
ス
線
を
用
い
た
も

の
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

の
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

１

光
源
の
波
長
が
三
五
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

１

光
源
の
波
長
が
三
五
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

２

マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
光
源
の
波
長
に
〇
・
七

２

マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
光
源
の
波
長
に
〇
・
七

を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
開
口
数
の
値
で
除
し
て
得
た
数
値

を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
開
口
数
の
値
で
除
し
て
得
た
数
値

が
〇
・
三
五
以
下
の
も
の

が
〇
・
五
以
下
の
も
の

二

（
略
）

二

（
略
）

(
)

(
)

ト
～
チ

（
略
）

ト
～
チ

（
略
）
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十
八
～
二
十
一

（
略
）

十
八
～
二
十
一

（
略
）

第
七
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
八
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕

第
七
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
八
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕

様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

電
子
計
算
機
若
し
く
は
そ
の
附
属
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず

一

電
子
計
算
機
若
し
く
は
そ
の
附
属
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

次
条
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

ハ

次
条
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

貨
物
の
有
す
る
機
能
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
も
の

第
二
十
条

貨
物
の
有
す
る
機
能
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
も
の

第
二
十
条

(
(

第
二
項
第
九
号
に
該
当
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
み
に
よ
り
次
条
第

第
二
項
第
六
号
に
該
当
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
み
に
よ
り
次
条
第

九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
貨
物
の
有

九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
貨
物
の
有

)
)

す
る
機
能
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。

す
る
機
能
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
、
そ
の
附
属
装
置
若
し
く
は
デ
ジ
タ
ル

三

デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
、
そ
の
附
属
装
置
若
し
く
は
デ
ジ
タ
ル

電
子
計
算
機
の
機
能
を
向
上
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
部
分
品
で
あ

電
子
計
算
機
の
機
能
を
向
上
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
部
分
品
で
あ

っ
て
、
次
の
イ
か
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は

っ
て
、
次
の
イ
か
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は

こ
れ
ら
の
部
分
品
次
の
リ
か
ら
ル
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

こ
れ
ら
の
部
分
品

次
の
リ
か
ら
ル
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

(
(

)
)

も
の
及
び
こ
れ
ら
の
部
分
品
を
除
く
。

も
の
及
び
こ
れ
ら
の
部
分
品
を
除
く
。

イ
～
ロ

（
略
）

イ
～
ロ

（
略
）

ハ

デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
、
複
合
理
論
性
能

別
表
第

ハ

デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
、
複
合
理
論
性
能

別
表
第

(
(

一
の
中
欄
に
掲
げ
る
電
子
計
算
機
の
種
類
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ

一
の
中
欄
に
掲
げ
る
電
子
計
算
機
の
種
類
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
、
第
二

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
、
第
二

十
条
及
び
第
二
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。

が
一
秒
に
つ
き
一
九

十
条
及
び
第
二
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。

が
一
秒
に
つ
き
二
八

)
)

〇
、
〇
〇
〇
メ
ガ
演
算
を
超
え
る
も
の

、
〇
〇
〇
メ
ガ
演
算
を
超
え
る
も
の



- 13 -

ニ

（
略
）

ニ

（
略
）

ホ

デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
の
機
能
を
向
上
す
る
よ
う
に
設
計
し

ホ

デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
の
機
能
を
向
上
す
る
よ
う
に
設
計
し

た
部
分
品
で
あ
っ
て
、
計
算
要
素
を
集
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り

た
部
分
品
で
あ
っ
て
、
計
算
要
素
を
集
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り

、
複
合
理
論
性
能
が
一
秒
に
つ
き
一
九
〇
、
〇
〇
〇
メ
ガ
演
算

、
複
合
理
論
性
能
が
一
秒
に
つ
き
二
八
、
〇
〇
〇
メ
ガ
演
算
を

を
超
え
る
も
の

超
え
る
も
の

ヘ
～
ル

（
略
）

ヘ
～
ル

（
略
）

四

（
略
）

四

（
略
）

第
八
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
九
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕

第
八
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
九
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕

様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

伝
送
通
信
装
置
又
は
そ
の
部
分
品
若
し
く
は
附
属
品
で
あ
っ
て

二

伝
送
通
信
装
置
又
は
そ
の
部
分
品
若
し
く
は
附
属
品
で
あ
っ
て

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

無
線
送
信
機
又
は
無
線
受
信
機
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

イ

無
線
送
信
機
又
は
無
線
受
信
機
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の

に
該
当
す
る
も
の

一

一
・
五
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
上
八
七
・
五
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の

一

一
・
五
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
上
八
七
・
五
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の

(
)

(
)

周
波
数
範
囲
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
、

周
波
数
範
囲
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
、

次
の
１
及
び
２
に
該
当
す
る
も
の
又
は
３
に
該
当
す
る
も
の

次
の
１
及
び
２
に
該
当
す
る
も
の
又
は
３
に
該
当
す
る
も
の

１

（
略
）

１

（
略
）

２

次
の
一
か
ら
四
ま
で
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
線
形
増

２

次
の
一
か
ら
四
ま
で
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
線
形
増

幅
器
を
用
い
た
も
の

幅
器
を
用
い
た
も
の

一

（
略
）

一

（
略
）

二

一
・
五
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
上
三
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
未
満

二

一
・
五
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
上
三
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下

の
周
波
数
範
囲
に
お
い
て
は
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の

の
周
波
数
範
囲
に
お
い
て
は
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
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出
力
、
三
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
上
八
七
・
五
メ
ガ
ヘ
ル

出
力
、
三
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
上
八
七
・
五
メ
ガ
ヘ
ル

ツ
以
下
の
周
波
数
範
囲
に
お
い
て
は
二
五
〇
ワ
ッ
ト

ツ
以
下
の
周
波
数
範
囲
に
お
い
て
は
二
五
〇
ワ
ッ
ト

以
上
の
出
力
特
性
を
有
す
る
も
の

以
上
の
出
力
特
性
を
有
す
る
も
の

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

二

・
（
三
）

（
略
）

二

・
（
三
）

（
略
）

(
)

(
)

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

四

光
フ
ァ
イ
バ
ー
通
信
ケ
ー
ブ
ル
若
し
く
は
通
信
用
の
光
フ
ァ
イ

四

光
フ
ァ
イ
バ
ー
通
信
ケ
ー
ブ
ル
若
し
く
は
通
信
用
の
光
フ
ァ
イ

バ
ー
又
は
こ
れ
ら
の
附
属
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

バ
ー
又
は
こ
れ
ら
の
附
属
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の

す
る
も
の

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

水
底
敷
設
用
に
設
計
さ
れ
た
光
フ
ァ
イ
バ
ー
通
信
ケ
ー
ブ
ル

ロ

水
底
敷
設
用
の
光
フ
ァ
イ
バ
ー
通
信
ケ
ー
ブ
ル
又
は
そ
の
附

又
は
そ
の
附
属
品

通
信
事
業
者
が
使
用
す
る
公
衆
回
線
又
は
第

属
品

通
信
事
業
者
が
使
用
す
る
公
衆
回
線
又
は
第
十
一
条
第
四

(
(

(
)

)
(

)
)

十
一
条
第
四
号
イ

三

若
し
く
は
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

号
イ

三

若
し
く
は
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

五
～
六

（
略
）

五
～
六

（
略
）

七

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
若

七

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
若

し
く
は
第
五
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
貨
物
の
設
計
用
の
装
置

し
く
は
第
五
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
貨
物
の
設
計
用
の
装
置

、
製
造
用
の
装
置
、
測
定
装
置
、
試
験
装
置
若
し
く
は
修
理
用
の

、
製
造
用
の
装
置
、
測
定
装
置
、
試
験
装
置
若
し
く
は
修
理
用
の

装
置

光
フ
ァ
イ
バ
ー
の
試
験
装
置
及
び
測
定
装
置
を
除
く
。

又
は

装
置
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品
若
し
く
は
附
属
品

光
フ
ァ
イ
バ
ー
の

(
)

(

)

こ
れ
ら
の
部
分
品
若
し
く
は
附
属
品

試
験
装
置
を
除
く
。

八

（
略
）

八

（
略
）

八
の
二

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
伝
送
通
信
装
置
若
し
く
は
電

八
の
二

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
伝
送
通
信
装
置
若
し
く
は
電

子
式
交
換
装
置
の
設
計
用
の
装
置
又
は
そ
の
部
分
品
若
し
く
は
附

子
式
交
換
装
置
の
設
計
用
の
装
置
又
は
そ
の
部
分
品
若
し
く
は
附
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(
)

(
)

属
品

第
六
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

属
品

第
六
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

レ
ー
ザ
ー
発
振
器
を
用
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ

ロ

レ
ー
ザ
ー
発
振
器
を
用
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
も
の

か
に
該
当
す
る
も
の

一

～

三

（
略
）

一

～

三

（
略
）

(
)

(
)

(
)

(
)

四

ア
ナ
ロ
グ
伝
送
方
式
を
用
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
帯
域
幅

四

ア
ナ
ロ
グ
伝
送
方
式
を
用
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
帯
域
幅

(
)

(
)

が
二
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
も
の

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放

が
二
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
も
の

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放

(
(

送

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
含
む
。
）
用
の
装
置
を
除

送

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
含
む
。
次
号
ホ
に
お
い
て

(
(

)
)

)

く
。

同
じ
。

用
の
装
置
を
除
く
。

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

ニ

無
線
送
信
機
又
は
無
線
受
信
機
で
あ
っ
て
、
二
五
六
値
を
超

ニ

無
線
送
信
機
又
は
無
線
受
信
機
で
あ
っ
て
、
一
二
八
値
を
超

え
る
直
交
振
幅
変
調
技
術
を
用
い
た
も
の

え
る
直
交
振
幅
変
調
技
術
を
用
い
た
も
の

ホ

非
対
応
網
で
動
作
す
る
共
通
線
信
号
機
能
を
有
す
る
も
の

ホ

非
対
応
網
又
は
準
対
応
網
の
い
ず
れ
か
で
動
作
す
る
共
通
線

信
号
機
能
を
有
す
る
も
の

九

暗
号
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該

九

暗
号
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の

次
の
ホ
か
ら
ヌ
ま
で
の
い
ず
れ
か
又
は
第
三
条
第
十

当
す
る
も
の

次
の
ホ
か
ら
ヌ
ま
で
の
い
ず
れ
か
又
は
第
十
条
第
四

(
(

九
号
ハ
（
二
）
２
又
は
第
十
条
第
五
号
イ
に
該
当
す
る
も
の
を
除

号
ロ

一

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

又
は
そ
の
部
分
品

(
)

)

く
。

又
は
そ
の
部
分
品

)

イ
～
ニ

イ
～
ニ

（
略
）

（
略
）

ホ

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
で
あ
っ
て
、
そ
の
暗
号
機
能
が
次
の
ヘ
か
ら
ヌ

ホ

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
で
あ
っ
て
、
そ
の
暗
号
機
能
が
次
の
ヘ
か
ら
ヌ

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
装
置
に
限
定
さ
れ
て
使
用
さ
れ

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
装
置
に
限
定
さ
れ
て
使
用
さ
れ

る
も
の
又
は
広
く
一
般
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

る
も
の

暗
号
機
能
が
使
用
者
に
よ
っ
て
変
更
が
で
き
ず
、
か
つ
、
当
該

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
に
保
存
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
の
保
護
に
限
定
し
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て
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

ヘ

（
略
）

ヘ

（
略
）

ト

使
用
者
に
よ
っ
て
暗
号
機
能
の
変
更
が
で
き
な
い
装
置
で
あ

ト

使
用
者
に
よ
っ
て
暗
号
機
能
の
変
更
が
で
き
な
い
装
置
で
あ

っ
て
、
暗
号
機
能
と
し
て
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
一
又
は

っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
の
機
能
の
み
を
有
す
る
よ
う
に
設
計
し

二
以
上
の
も
の
の
み
を
有
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

た
も
の

一

～

三

（
略
）

一

～

三

（
略
）

(
)

(
)

(
)

(
)

四

著
作
権
が
保
護
さ
れ
た
音
声
又
は
映
像
デ
ー
タ
の
複
製
を

四

著
作
権
が
保
護
さ
れ
た
音
声
又
は
映
像
デ
ー
タ
の
複
製
か

(
)

(
)

管
理
す
る
機
能

ら
さ
ら
に
複
製
を
作
成
す
る
こ
と
を
不
可
能
と
す
る
機
能

チ
～
ヌ

（
略
）

チ
～
ヌ

（
略
）

十

情
報
を
伝
達
す
る
信
号
の
漏
え
い
を
防
止
す
る
よ
う
に
設
計
し

十

情
報
を
伝
達
す
る
信
号
の
漏
え
い
を
防
止
す
る
よ
う
に
設
計
し

た
装
置

電
磁
波
の
放
射
に
よ
る
人
体
へ
の
危
害
若
し
く
は
他
の
装

た
装
置

電
磁
波
の
放
射
に
よ
る
人
体
へ
の
危
害
若
し
く
は
他
の
装

(
(

置
の
誤
動
作
の
誘
発
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
信
号
の
漏

置
の
誤
動
作
の
誘
発
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
信
号
の
漏

え
い
を
防
止
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
又
は
電
磁
波
妨
害
防
止

え
い
を
防
止
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
又
は
電
磁
波
妨
害
防
止

標
準
に
基
づ
い
て
信
号
の
漏
え
い
を
防
止
す
る
よ
う
に
設
計
し
た

標
準
に
基
づ
い
て
信
号
の
漏
え
い
を
防
止
す
る
よ
う
に
設
計
し
た

も
の
を
除
く
。

又
は
そ
の
部
分
品

も
の
を
除
く
。

前
号
ホ
か
ら
ヌ
ま
で
の
い
ず
れ
か
又
は
第
十
条
第

)
)(

四
号
ロ

一

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

又
は
そ
の
部
分
品

(
)

)

十
一

多
段
階
の
秘
密
保
護
機
能
若
し
く
は
利
用
者
識
別
機
能
を
有

十
一

多
段
階
の
秘
密
保
護
機
能
を
有
す
る
装
置
で
あ
っ
て
、
米
国

す
る
装
置
で
あ
っ
て
、
米
国
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
信
頼
性
評

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
信
頼
性
評
価
基
準
で
定
め
る
Ｂ
２
の
基

価
基
準
で
定
め
る
Ｂ
２
の
基
準
に
準
拠
す
る
機
能
を
超
え
る
機
能

準
に
準
拠
す
る
機
能
を
超
え
る
機
能
を
有
す
る
も
の

第
九
号
ホ
か

(

を
有
す
る
も
の
又
は
そ
の
部
分
品

ら
ヌ
ま
で
の
い
ず
れ
か
又
は
第
十
条
第
四
号
ロ

一

に
該
当
す
る
も

(
)

の
を
除
く
。

又
は
そ
の
部
分
品

)

十
二

盗
聴
の
検
知
機
能
を
有
す
る
通
信
ケ
ー
ブ
ル
シ
ス
テ
ム
又
は

十
二

盗
聴
の
検
知
機
能
を
有
す
る
通
信
ケ
ー
ブ
ル
シ
ス
テ
ム

第
九

(

そ
の
部
分
品

号
ホ
か
ら
ヌ
ま
で
の
い
ず
れ
か
又
は
第
十
条
第
四
号
ロ

一

に
該
当

(
)

す
る
も
の
を
除
く
。

又
は
そ
の
部
分
品

)
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十
三

（
略
）

十
三

（
略
）

第
九
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
〇
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

第
九
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
〇
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

音
波

超
音
波
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

を
利
用

一

音
波

超
音
波
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

を
利
用

(
)

(
)

し
た
水
中
探
知
装
置
、
船
舶
用
の
位
置
決
定
装
置
又
は
こ
れ
ら
の

し
た
水
中
探
知
装
置
、
船
舶
用
の
位
置
決
定
装
置
又
は
こ
れ
ら
の

部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

送
信
機
能
を
有
す
る
も
の
又
は
そ
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次

イ

送
信
機
能
を
有
す
る
も
の
又
は
そ
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

垂
直
方
向
に
の
み
使
用
す
る
こ

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

垂
直
方
向
に
の
み
使
用
す
る
こ

(
(

と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
、
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
二
〇
度
を
超

と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
、
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
二
〇
度
を
超

え
る
走
査
機
能
を
有
し
て
い
な
い
も
の
の
う
ち
、
水
深
の
測
定

え
る
走
査
機
能
を
有
し
て
い
な
い
も
の
の
う
ち
、
水
深
の
測
定

、
水
中
に
あ
る
物
体
若
し
く
は
水
底
に
埋
も
れ
た
物
体
ま
で
の

、
水
中
に
あ
る
物
体
若
し
く
は
水
底
に
埋
も
れ
た
物
体
ま
で
の

距
離
の
測
定
又
は
魚
群
探
知
の
み
を
行
う
も
の
及
び
音
響
用
の

距
離
の
測
定
又
は
魚
群
探
知
の
み
を
行
う
も
の
及
び
音
響
用
の

ビ
ー
コ
ン
で
あ
っ
て
、
緊
急
用
の
も
の
又
は
水
中
の
任
意
の
位

ビ
ー
コ
ン
で
あ
っ
て
、
緊
急
用
の
も
の
又
は
水
中
の
任
意
の
位

置
に
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
ピ
ン
ガ
ー
を

置
に
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
ピ
ン
ガ
ー
を

)
)

除
く
。

除
く
。

一

（
略
）

一

（
略
）

(
)

(
)

二

水
中
探
知
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

二

水
中
探
知
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

(
)

(
)

も
の

も
の

１

送
信
周
波
数
が
五
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
未
満
の
も
の
又
は
動
作

１

送
信
周
波
数
が
五
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
未
満
の
も
の

周
波
数
が
五
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
以
上
一
〇
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
未
満
で

あ
っ
て
、
音
圧
レ
ベ
ル

音
源
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
で

(

音
圧
が
一
マ
イ
ク
ロ
パ
ス
カ
ル
で
あ
る
場
合
を
〇
デ
シ
ベ

ル
と
し
た
と
き
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
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同
じ
。

が
二
二
四
デ
シ
ベ
ル
を
超
え
る
も
の

)

２

動
作
周
波
数
が
一
〇
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
以
上
二
四
キ
ロ
ヘ
ル

２

動
作
周
波
数
が
五
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
以
上
二
四
キ
ロ
ヘ
ル
ツ

ツ
以
下
で
あ
っ
て
、
音
圧
レ
ベ
ル
が
二
二
四
デ
シ
ベ
ル
を

以
下
で
あ
っ
て
、
音
圧
レ
ベ
ル

音
源
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の

(
超
え
る
も
の

距
離
で
音
圧
が
一
マ
イ
ク
ロ
パ
ス
カ
ル
で
あ
る
場
合
を
〇

デ
シ
ベ
ル
と
し
た
と
き
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。

が
二
二
四
デ
シ
ベ
ル
を
超
え
る
も
の

)

３
～
６

（
略
）

３
～
６

（
略
）

三)

水
中
探
知
装
置
で
あ
っ
て
、
送
信
周
波
数
が
一
○
キ
ロ
ヘ

三)

水
中
探
知
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

(
(

ル
ツ
未
満
の
も
の(

(
二)
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。)

も
の(

(

二)

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。)

１

送
信
周
波
数
が
一
○
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
未
満
の
も
の

２

動
作
周
波
数
が
一
○
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
以
上
二
四
キ
ロ
ヘ
ル

ツ
以
下
で
あ
っ
て
、
音
圧
レ
ベ
ル
が
二
二
四
デ
シ
ベ
ル
を

超
え
る
も
の

(

四)

・

五

（
略
）

(

四)

・

五

（
略
）

(
)

(
)

ロ

受
信
機
能
を
有
す
る
も
の
又
は
そ
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次

ロ

受
信
機
能
を
有
す
る
も
の
又
は
そ
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

一

ハ
イ
ド
ロ
ホ
ン
で
あ
っ
て
、
加
速
度
に
よ
る
影
響
を
補
正

一

ハ
イ
ド
ロ
ホ
ン
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

(
)

(
)

す
る
機
能
を
有
し
て
い
な
い
も
の
の
う
ち
、
そ
の
音
圧
感
度

も
の

(

一
ボ
ル
ト
毎
マ
イ
ク
ロ
パ
ス
カ
ル
で
あ
る
場
合
を
〇
デ
シ
ベ

１

加
速
度
に
よ
る
影
響
を
補
正
す
る
機
能
を
有
し
て
い
な

ル
と
し
た
と
き
の
も
の
を
い
う
。

が
マ
イ
ナ
ス
一
八
〇
デ
シ

い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
音
圧
感
度

一
ボ
ル
ト
毎
マ
イ
ク

)
(

ベ
ル
を
超
え
る
も
の

ロ
パ
ス
カ
ル
で
あ
る
場
合
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
し
た
と
き
の

も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

が
マ
イ
ナ

)

ス
一
八
〇
デ
シ
ベ
ル
を
超
え
る
も
の

２

加
速
度
に
よ
る
影
響
を
補
正
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
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で
あ
っ
て
、
三
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
水
深
で
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

二

～

四

二

～(

四
）

（
略
）

(
)

(
)

(
)

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

光
検
出
器
又
は
そ
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

三

光
検
出
器
又
は
そ
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の

当
す
る
も
の

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

イ
メ
ー
ジ
増
強
管

ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
又
は
シ
リ
コ
ン
を
用
い
た

ロ

イ
メ
ー
ジ
増
強
管

ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
又
は
シ
リ
コ
ン
を
用
い
た

(
(

も
の
を
除
く
。

で
あ
っ
て
、
次
の

一

か
ら

三

ま
で
の
す
べ
て

も
の
を
除
く
。

で
あ
っ
て
、
次
の

一

か
ら

三

ま
で
の
す
べ
て

)
(

)
(

)
)

(
)

(
)

に
該
当
す
る
も
の

に
該
当
す
る
も
の

一

（
略
）

一

（
略
）

(
)

(
)

二

隣
接
す
る
二
の
チ
ャ
ネ
ル
の
中
心
間
の
距
離
が
一
二
マ
イ

二

隣
接
す
る
二
の
チ
ャ
ネ
ル
の
中
心
間
の
距
離
が
一
五
マ
イ

（

)
(

)

ク
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
マ
イ
ク
ロ
チ
ャ
ネ
ル
プ
レ
ー
ト
を
有

ク
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
マ
イ
ク
ロ
チ
ャ
ネ
ル
プ
レ
ー
ト
を
有

す
る
も
の

す
る
も
の

三

（
略
）

三

（
略
）

(
)

(
)

ハ

イ
メ
ー
ジ
増
強
管

ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
又
は
シ
リ
コ
ン
を
用
い
た

ハ

イ
メ
ー
ジ
増
強
管

ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
又
は
シ
リ
コ
ン
を
用
い
た

(
(

も
の
を
除
く
。

又
は
そ
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

も
の
を
除
く
。

又
は
そ
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

)
)

に
該
当
す
る
も
の

に
該
当
す
る
も
の

一

イ
メ
ー
ジ
増
強
管
で
あ
っ
て
、
次
の
１
か
ら
３
ま
で
の
す

一

イ
メ
ー
ジ
増
強
管
で
あ
っ
て
、
次
の
１
か
ら
３
ま
で
の
す

(
)

(
)

べ
て
に
該
当
す
る
も
の

べ
て
に
該
当
す
る
も
の

１

（
略
）

１

（
略
）

２

隣
接
す
る
二
の
チ
ャ
ネ
ル
の
中
心
間
の
距
離
が
一
二
マ

２

隣
接
す
る
二
の
チ
ャ
ネ
ル
の
中
心
間
の
距
離
が
一
五
マ

イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
マ
イ
ク
ロ
チ
ャ
ネ
ル
プ
レ
ー
ト

イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
マ
イ
ク
ロ
チ
ャ
ネ
ル
プ
レ
ー
ト

を
有
す
る
も
の

を
有
す
る
も
の
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３

主
材
料
に
マ
ル
チ
ア
ル
カ
リ
を
用
い
た
光
電
陰
極
を
有

３

主
材
料
に
マ
ル
チ
ア
ル
カ
リ
を
用
い
た
光
電
陰
極
を
有

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
光
電
陰
極
の
ル
ー
メ
ン
感
度

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
光
電
陰
極
の
ル
ー
メ
ン
感
度

が
三
五
〇
マ
イ
ク
ロ
ア
ン
ペ
ア
毎
ル
ー
メ
ン
超
七
〇
〇
マ

が
二
四
〇
マ
イ
ク
ロ
ア
ン
ペ
ア
毎
ル
ー
メ
ン
超
七
〇
〇
マ

イ
ク
ロ
ア
ン
ペ
ア
毎
ル
ー
メ
ン
以
下
の
も
の

イ
ク
ロ
ア
ン
ペ
ア
毎
ル
ー
メ
ン
以
下
の
も
の

二

イ
メ
ー
ジ
増
強
管
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

二

イ
メ
ー
ジ
増
強
管
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

(
)

(
)

に
該
当
す
る
も
の

に
該
当
す
る
も
の

１

マ
イ
ク
ロ
チ
ャ
ネ
ル
プ
レ
ー
ト
で
あ
っ
て
、
隣
接
す
る

１

マ
イ
ク
ロ
チ
ャ
ネ
ル
プ
レ
ー
ト
で
あ
っ
て
、
隣
接
す
る

二
の
チ
ャ
ネ
ル
の
中
心
間
の
距
離
が
一
二
マ
イ
ク
ロ
メ
ー

二
の
チ
ャ
ネ
ル
の
中
心
間
の
距
離
が
一
五
マ
イ
ク
ロ
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

ト
ル
以
下
の
も
の

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

(
(

ニ

宇
宙
用
に
設
計
し
て
い
な
い
フ
ォ
ー
カ
ル
プ
レ
ー
ン
ア
レ
ー

ニ

宇
宙
用
に
設
計
し
て
い
な
い
フ
ォ
ー
カ
ル
プ
レ
ー
ン
ア
レ
ー

ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
又
は
シ
リ
コ
ン
を
用
い
た
も
の
を
除
く
。

で
あ

ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
又
は
シ
リ
コ
ン
を
用
い
た
も
の
を
除
く
。

で
あ

)
)

っ
て
、
次
の

一

及
び

二

に
該
当
す
る
も
の

素
子
の
数
が
一
六

っ
て
、
次
の

一

及
び

二

に
該
当
す
る
も
の

素
子
の
数
が
一
六

(
)

(
)

(
(

)
(

)
(

以
下
の
カ
プ
セ
ル
封
じ
を
し
た
光
導
電
セ
ル
で
あ
っ
て
硫
化
鉛

以
下
の
カ
プ
セ
ル
封
じ
を
し
た
光
導
電
セ
ル
で
あ
っ
て
硫
化
鉛

又
は
セ
レ
ン
化
鉛
を
用
い
た
も
の
及
び
焦
電
検
出
器
で
あ
っ
て

又
は
セ
レ
ン
化
鉛
を
用
い
た
も
の
及
び
焦
電
検
出
器
で
あ
っ
て

硫
酸
三
グ
リ
シ
ン
、
チ
タ
ン
酸
ジ
ル
コ
ン
酸
鉛
に
ラ
ン
タ
ン
を

硫
酸
三
グ
リ
シ
ン
、
チ
タ
ン
酸
ジ
ル
コ
ン
酸
鉛
に
ラ
ン
タ
ン
を

添
加
し
た
も
の
、
タ
ン
タ
ル
酸
リ
チ
ウ
ム
、
ポ
リ
ふ
っ
化
ビ
ニ

添
加
し
た
も
の
、
タ
ン
タ
ル
酸
リ
チ
ウ
ム
、
ポ
リ
ふ
っ
化
ビ
ニ

リ
デ
ン
又
は
ニ
オ
ブ
酸
ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
バ
リ
ウ
ム
を
用
い
た

リ
デ
ン
又
は
ニ
オ
ブ
酸
ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
バ
リ
ウ
ム
を
用
い
た

)
)

も
の
を
除
く
。

も
の
を
除
く
。

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

(
)

(
)

１
・
２

（
略
）

１
・
２

（
略
）

３

要
素
素
子
を
二
次
元
に
配
列
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ

３

要
素
素
子
が
一
、
二
〇
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
超
三
〇
、
〇

れ
ぞ
れ
の
要
素
素
子
が
一
、
二
〇
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
超
三

〇
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
波
長
範
囲
で
最
大
感
度
を
有

〇
、
〇
〇
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
波
長
範
囲
で
最
大
感

す
る
も
の
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度
を
有
す
る
も
の

４

要
素
素
子
を
一
次
元
に
配
列
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
要
素
素
子
が
一
、
二
○
○
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
超
二
、
五

○
○
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
波
長
範
囲
で
最
大
感
度
を
有
す

る
も
の
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

一

要
素
素
子
の
配
列
方
向
を
基
準
と
す
る
要
素
素
子
の
縦

横
比
が
三
・
八
未
満
の
も
の

二

同
一
要
素
素
子
内
に
時
間
遅
延
及
び
積
分
機
能
を
有
す

る
も
の

要
素
素
子
を
一
次
元
に
配
列
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ

５
れ
ぞ
れ
の
要
素
素
子
が
二
、
五
〇
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
超
三

〇
、
〇
〇
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
波
長
範
囲
で
最
大
感

度
を
有
す
る
も
の

二

（
略
）

二

（
略
）

(
)

(
)

(
(

ホ

宇
宙
用
に
設
計
し
て
い
な
い
フ
ォ
ー
カ
ル
プ
レ
ー
ン
ア
レ
ー

ホ

宇
宙
用
に
設
計
し
て
い
な
い
フ
ォ
ー
カ
ル
プ
レ
ー
ン
ア
レ
ー

ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
又
は
シ
リ
コ
ン
を
用
い
た
も
の
を
除
く
。

で
あ

ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
又
は
シ
リ
コ
ン
を
用
い
た
も
の
を
除
く
。

で
あ

)
)

っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
素
子
の
数
が
一
六
以

っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

素
子
の
数
が
一
六
以

(
(

下
の
カ
プ
セ
ル
封
じ
を
し
た
光
導
電
セ
ル
で
あ
っ
て
硫
化
鉛
又

下
の
カ
プ
セ
ル
封
じ
を
し
た
光
導
電
セ
ル
で
あ
っ
て
硫
化
鉛
又

は
セ
レ
ン
化
鉛
を
用
い
た
も
の
及
び
焦
電
検
出
器
で
あ
っ
て
硫

は
セ
レ
ン
化
鉛
を
用
い
た
も
の
及
び
焦
電
検
出
器
で
あ
っ
て
硫

酸
三
グ
リ
シ
ン
、
チ
タ
ン
酸
ジ
ル
コ
ン
酸
鉛
に
ラ
ン
タ
ン
を
添

酸
三
グ
リ
シ
ン
、
チ
タ
ン
酸
ジ
ル
コ
ン
酸
鉛
に
ラ
ン
タ
ン
を
添

加
し
た
も
の
、
タ
ン
タ
ル
酸
リ
チ
ウ
ム
、
ポ
リ
ふ
っ
化
ビ
ニ
リ

加
し
た
も
の
、
タ
ン
タ
ル
酸
リ
チ
ウ
ム
、
ポ
リ
ふ
っ
化
ビ
ニ
リ

デ
ン
又
は
ニ
オ
ブ
酸
ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
バ
リ
ウ
ム
を
用
い
た
も

デ
ン
又
は
ニ
オ
ブ
酸
ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
バ
リ
ウ
ム
を
用
い
た
も

の
を
除
く
。

の
う
ち
、
ニ
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の

の
を
除
く
。

の
う
ち
、
ニ
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の

)
)

一

・
（
二
）

（
略
）

一

・
（
二
）

（
略
）

(
)

(
)
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三

要
素
素
子
を
二
次
元
に
配
列
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

三

要
素
素
子
が
一
、
二
〇
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
超
三
〇
、
〇
〇

(
)

(
)

ぞ
れ
の
要
素
素
子
が
一
、
二
〇
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
超
三
〇
、

〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
波
長
範
囲
で
最
大
感
度
を
有
す
る

〇
〇
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
波
長
範
囲
で
最
大
感
度
を
有

も
の

す
る
も
の

四

要
素
素
子
を
一
次
元
に
配
列
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

(
)

ぞ
れ
の
要
素
素
子
が
一
、
二
○
○
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
超
二
、
五
○

○
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
波
長
範
囲
で
最
大
感
度
を
有
す
る
も

の
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

１

要
素
素
子
の
配
列
方
向
を
基
準
と
す
る
要
素
素
子
の
縦
横

比
が
三
・
八
未
満
の
も
の

２

同
一
要
素
素
子
内
に
時
間
遅
延
及
び
積
分
機
能
を
有
す
る

も
の

素
子
を
一
次
元
に
配
列
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

(
)五

要
素

ぞ
れ
の
要
素
素
子
が
二
、
五
〇
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
超
三
〇
、

〇
〇
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
波
長
範
囲
で
最
大
感
度
を
有

す
る
も
の

ヘ

（
略
）

ヘ

（
略
）

四
～
七

（
略
）

四
～
七

（
略
）

八

高
速
度
の
撮
影
が
可
能
な
映
画
撮
影
機
、
機
械
式
の
カ
メ
ラ
若

八

高
速
度
の
撮
影
が
可
能
な
映
画
撮
影
機
、
機
械
式
の
カ
メ
ラ
若

し
く
は
ス
ト
リ
ー
ク
カ
メ
ラ
若
し
く
は
電
子
式
の
カ
メ
ラ
又
は
こ

し
く
は
ス
ト
リ
ー
ク
カ
メ
ラ
若
し
く
は
電
子
式
の
カ
メ
ラ
又
は
こ

れ
ら
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

第

れ
ら
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

第

(
(

)
)

十
一
条
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

十
一
条
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

（
略
）

（
略
）

イ

イ

ロ

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ
に
該
当
す
る
も
の
を
除

ロ

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ
に
該
当
す
る
も
の
を
除

(
(
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)
)

く
。

く
。

一

～
（
六
）

（
略
）

一

～
（
六
）

（
略
）

(
)

(
)
七

固
体
撮
像
素
子
を
組
み
込
ん
だ
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
で
あ
っ
て

七

固
体
撮
像
素
子
を
組
み
込
ん
だ
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
で
あ
っ
て

(
)

(
)

、
一
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
超
三
○
、
○
○
○
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

下
の
波
長
範
囲
で
最
大
感
度
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

１
～
３

（
略
）

１
～
３

（
略
）

八

ス
キ
ャ
ニ
ン
グ
カ
メ
ラ
又
は
ス
キ
ャ
ニ
ン
グ
カ
メ
ラ
装
置

八

画
素
が
線
状
に
並
ん
だ
固
体
撮
像
素
子
を
組
み
込
ん
だ
も

(
)

(
)

で
あ
っ
て
、
次
の
１
か
ら
３
ま
で
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
当
該
画
素
の
数
が
、
八
、
一
九
二
を
超
え
る

の

も
の
の
う
ち
、
一
方
向
に
機
械
的
に
走
査
を
行
う
も
の

一
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
超
三
○
、
○
○
○
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル

１
以
下
の
波
長
範
囲
で
最
大
感
度
を
有
す
る
も
の

２

画
素
が
線
状
に
並
ん
だ
固
体
撮
像
素
子
を
組
み
込
ん
だ

も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
画
素
の
数
が
、
八
、
一
九
二
を
超

え
る
も
の

３

一
方
向
に
機
械
的
に
走
査
を
行
う
も
の

九

・

十

（
略
）

九

・

十

（
略
）

(
)

(
)

(
)

(
)

九
～
十
六

（
略
）

九
～
十
六

（
略
）

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
一
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
一
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

第
十
条

第
十
条

仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三
の
二

（
略
）

一
～
三
の
二

（
略
）

四

ジ
ャ
イ
ロ
ア
ス
ト
ロ
コ
ン
パ
ス
又
は
天
体
若
し
く
は
人
工
衛
星

四

航
法
装
置

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

又
は
そ
の
部
分
品

(
)

の
自
動
追
跡
に
よ
り
位
置
若
し
く
は
針
路
を
測
定
す
る
こ
と
が
で

で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
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き
る
装
置
で
あ
っ
て
、
方
位
精
度
が
五
秒
以
下
の
も
の

イ

ジ
ャ
イ
ロ
ア
ス
ト
ロ
コ
ン
パ
ス
又
は
天
体
若
し
く
は
人
工
衛

星
の
自
動
追
跡
に
よ
り
位
置
若
し
く
は
針
路
を
測
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
装
置
で
あ
っ
て
、
方
位
精
度
が
五
秒
以
下
の
も
の

ロ

ジ
ー
ピ
ー
エ
ス
若
し
く
は
グ
ロ
ー
ナ
ス
用
の
受
信
装
置
で
あ

っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ
の
部
分
品

一

復
号
機
能
を
有
す
る
も
の

(
)二

ナ
ル
ス
テ
ア
ラ
ブ
ル
ア
ン
テ
ナ
を
有
す
る
も
の

(
)

ハ

航
空
機
用
の
高
度
計
で
あ
っ
て
、
四
・
四
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超

え
る
周
波
数
又
は
四
・
二
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
よ
り
低
い
周
波
数
で
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
の
う
ち
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

一

送
信
出
力
制
御
機
能
を
有
す
る
も
の

(
)二

位
相
偏
移
変
調
機
能
を
有
す
る
も
の

(
)

ニ

動
作
周
波
数
が
三
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
方
向
探
知
機
で

あ
っ
て
、
次
の

一

か
ら

三

ま
で
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
も
の

(
)

(
)

又
は
そ
の
部
分
品

一

一
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
上
の
瞬
時
帯
域
幅
を
有
す
る
も
の

(
)二

一
〇
〇
周
波
数
チ
ャ
ネ
ル
を
超
え
る
並
列
処
理
が
で
き
る

(
)

も
の

三

方
向
探
知
の
処
理
速
度
が
一
チ
ャ
ネ
ル
当
た
り
一
秒
に
つ

(
)

き
一
、
〇
〇
〇
を
超
え
る
も
の

五

衛
星
航
法
シ
ス
テ
ム
か
ら
の
電
波
を
受
信
す
る
装
置
で
あ
っ
て

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ
の
部
分
品

イ

暗
号
の
復
号
機
能
を
有
す
る
も
の
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ロ

ナ
ル
ス
テ
ア
ラ
ブ
ル
ア
ン
テ
ナ
を
有
す
る
も
の

六

航
空
機
用
の
高
度
計
で
あ
っ
て
、
四
・
四
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え

る
周
波
数
又
は
四
・
二
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
よ
り
低
い
周
波
数
で
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
も
の

イ

送
信
出
力
制
御
機
能
を
有
す
る
も
の

ロ

位
相
偏
移
変
調
機
能
を
有
す
る
も
の

七

動
作
周
波
数
が
三
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
方
向
探
知
機
で
あ

っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ

の
部
分
品

イ

一
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
上
の
瞬
時
帯
域
幅
を
有
す
る
も
の

ロ

一
〇
〇
周
波
数
チ
ャ
ネ
ル
を
超
え
る
並
列
処
理
が
で
き
る
も

の
ハ

方
向
探
知
の
処
理
速
度
が
一
チ
ャ
ネ
ル
当
た
り
一
秒
に
つ
き

一
、
〇
〇
〇
を
超
え
る
も
の

八

前
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
試
験
装
置
、
校
正
装

五

前
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
試
験
装
置
、
校
正
装

置
、
心
合
わ
せ
装
置
又
は
製
造
用
の
装
置

置
、
心
合
わ
せ
装
置
又
は
製
造
用
の
装
置

九

リ
ン
グ
レ
ー
ザ
ー
ジ
ャ
イ
ロ
の
鏡
面
の
特
性
確
認
の
た
め
に
設

六

リ
ン
グ
レ
ー
ザ
ー
ジ
ャ
イ
ロ
の
鏡
面
の
特
性
確
認
の
た
め
に
設

計
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

計
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

第
十
一
条
～
第
十
三
条

（
略
）

第
十
一
条
～
第
十
三
条

（
略
）

第
十
四
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
五
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め

第
十
四
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
五
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め



- 26 -

る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

音
波

超
音
波
を
含
む
。

を
利
用
し
た
水
中
探
知
装
置
又
は
そ
の

六

音
波

超
音
波
を
含
む
。

を
利
用
し
た
水
中
探
知
装
置
で
あ
っ
て

(
)

(
)

部
分
品
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

、
受
信
用
の
も
の
又
は
そ
の
部
分
品
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の

イ

ハ
イ
ド
ロ
ホ
ン
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

イ

ハ
イ
ド
ロ
ホ
ン
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の

の

一

（
略
）

一

（
略
）

(
)

(
)

二

次
の
い
ず
れ
か
の
検
出
素
子
を
有
す
る
も
の

二

次
の
い
ず
れ
か
の
検
出
素
子
を
有
す
る
も
の

(
)

(
)

１

(

略
）

１

(

略
）

２

可
撓
性
を
有
す
る
圧
電
セ
ラ
ミ
ッ
ク

２

圧
電
重
合
体

３

可
撓
性
を
有
す
る
圧
電
セ
ラ
ミ
ッ
ク

三

（
略
）

三

（
略
）

(
)

(
)

四

加
速
度
に
よ
る
影
響
を
補
正
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で

(
)

あ
っ
て
、
三
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
水
深
で
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

ロ
～
ホ

（
略
）

ロ
～
ホ

（
略
）

へ

送
信
機
能
を
有
す
る
水
中
探
知
装
置
で
あ
っ
て
、
動
作
周
波
数

が
三
〇
ヘ
ル
ツ
以
上
二
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
も
の
の
う
ち
、
音
圧

レ
ベ
ル
が
二
一
○
デ
シ
ベ
ル
を
超
え
る
も
の

七
～
九

（
略
）

七
～
九

（
略
）

十

排
水
量
が
一
、
〇
〇
〇
ト
ン
以
上
の
船
舶
に
使
用
す
る
こ
と
が

十

排
水
量
が
一
、
〇
〇
〇
ト
ン
以
上
の
船
舶
に
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
防
音
装
置
又
は
磁
気
軸
受
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
及
び
ロ
に

で
き
る
防
音
装
置
又
は
磁
気
軸
受
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
及
び
ロ
に

該
当
す
る
も
の

該
当
す
る
も
の
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イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

振
動
源
に
対
し
て
直
接
的
に
対
抗
振
動
を
発
生
さ
せ
る
こ
と

ロ

震
動
源
に
対
し
て
直
接
的
に
対
抗
振
動
を
発
生
さ
せ
る
こ
と

に
よ
り
能
動
的
に
防
音
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
子
制
御
装
置
を

に
よ
り
能
動
的
に
防
音
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
子
制
御
装
置
を

有
す
る
も
の

有
す
る
も
の

十
一

（
略
）

十
一

（
略
）

第
十
五
条

第
十
五
条

１

（
略
）

１

（
略
）

２

外
為
令
別
表
の
二
の
項

二

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、

２

外
為
令
別
表
の
二
の
項

二

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、

(
)

(
)

数
値
制
御
装
置
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム

数
値
制
御
を
行
う
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
て
輪
郭
制
御
を
す
る

で
あ
っ
て
輪
郭
制
御
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
軸
数
が
五
以
上
の
も
の

こ
と
が
で
き
る
軸
数
が
五
以
上
の
も
の
又
は
そ
の
設
計
、
製
造
若
し

又
は
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
、
製
造
若
し
く
は
使
用
に
係
る
技
術

く
は
使
用
に
係
る
技
術

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。

と
す
る
。

(
(

)

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。

の
う
ち
輪
郭
制
御
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
軸

)

数
が
五
以
上
の
数
値
制
御
を
可
能
に
す
る
た
め
に
必
要
な
技
術
と
す

る
。

第
十
五
条
の
二

（
略
）

第
十
五
条
の
二

（
略
）

第
十
五
条
の
三

外
為
令
別
表
の
三
の
二
の
項

二

の
経
済
産
業
省
令
で

(
)

定
め
る
技
術
は
、
第
二
条
の
二
第
二
項
に
該
当
す
る
貨
物
の
設
計
又

は
製
造
に
係
る
技
術
の
う
ち
、
当
該
貨
物
の
有
す
る
機
能
若
し
く
は

特
性
に
到
達
し
、
又
は
こ
れ
ら
を
超
え
る
た
め
に
必
要
な
技
術
と
す

る
。
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第
十
六
条

外
為
令
別
表
の
四
の
項

一

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技

第
十
六
条

外
為
令
別
表
の
四
の
項

一

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技

(
)

(
)

術
は
、
第
三
条
に
該
当
す
る
貨
物
の
設
計
、
製
造
又
は
使
用
に
係
る

術
は
、
第
三
条
に
該
当
す
る
貨
物
の
設
計
、
製
造
又
は
使
用
に
係
る

技
術
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該

技
術
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該

貨
物
の
有
す
る
機
能
若
し
く
は
特
性
に
到
達
し
、
又
は
こ
れ
ら
を
超

貨
物
の
有
す
る
機
能
若
し
く
は
特
性
に
到
達
し
、
又
は
こ
れ
ら
を
超

え
る
た
め
に
必
要
な
技
術
と
す
る
。

え
る
た
め
に
必
要
な
技
術
と
す
る
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

第
三
条
第
十
七
号
イ
若
し
く
は
ヘ
若
し
く
は
第
十
七
号
の
二
に

十

第
三
条
第
十
七
号
イ
若
し
く
は
ヘ
に
該
当
す
る
貨
物
を
設
計
し

該
当
す
る
貨
物
を
設
計
し
、
若
し
く
は
製
造
す
る
た
め
に
設
計
し

、
若
し
く
は
製
造
す
る
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
そ
の

た
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
、
製
造
若
し
く
は

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
、
製
造
若
し
く
は
使
用
に
係
る
技
術

プ
ロ
グ

(

(
)

)

使
用
に
係
る
技
術

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。

ラ
ム
を
除
く
。

十
一
～
十
二

（
略
）

十
一
～
十
二

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

外
為
令
別
表
の
四
の
項
（
五
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術

５

外
為
令
別
表
の
四
の
項
（
五
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術

は
、
原
料
ガ
ス
の
熱
分
解
（
一
、
三
○
○
度
以
上
二
、
九
○
○
度
以

は
、
原
料
ガ
ス
の
熱
分
解
（
一
、
三
○
○
度
以
上
二
、
九
○
○
度
以

下
の
温
度
範
囲
に
お
い
て
、
か
つ
、
一
三
○
パ
ス
カ
ル
以
上
二
○
、

下
の
温
度
範
囲
に
お
い
て
、
か
つ
、
一
三
○
パ
ス
カ
ル
以
上
二
○
、

○
○
○
パ
ス
カ
ル
以
下
の
絶
対
圧
力
の
範
囲
に
お
い
て
行
う
も
の
に

○
○
○
パ
ス
カ
ル
以
下
の
圧
力
範
囲
に
お
い
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）

限
る
。
）
に
よ
り
生
成
す
る
物
質
を
基
材
に
定
着
さ
せ
る
た
め
の
技

に
よ
り
生
成
す
る
物
質
を
基
材
に
定
着
さ
せ
る
た
め
の
技
術
と
す
る
。

術
と
す
る
。

第
十
七
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
八
条

第
十
八
条

１
・
２

（
略
）

１
・
２

（
略
）

３

外
為
令
別
表
の
六
の
項

三

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、

３

外
為
令
別
表
の
六
の
項

三

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、

(
)

(
)
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次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

数
値
制
御
装
置
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
プ
ロ
グ

一

数
値
制
御
を
行
う
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
て
、
輪
郭
制
御

ラ
ム
で
あ
っ
て
、
輪
郭
制
御
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
軸
数
が
五
以

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
軸
数
が
五
以
上
の
も
の
又
は
そ
の
プ
ロ
グ

(
(

)

上
の
も
の
又
は
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
に
必
要
な
技
術

プ
ロ
グ

ラ
ム
の
設
計
に
必
要
な
技
術

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。

)

ラ
ム
を
除
く
。

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）

第
十
九
条

外
為
令
別
表
の
七
の
項

一

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技

第
十
九
条

外
為
令
別
表
の
七
の
項

一

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技

(
)

(
)

術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
六
条
に
該
当
す
る
も
の

前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

の

二

第
六
条
に
該
当
す
る
も
の

前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

の

(
)

(
)

設
計
又
は
製
造
に
必
要
な
技
術

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。

。
た
だ
し

設
計
又
は
製
造
に
必
要
な
技
術

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。

。
た
だ
し

(
)

(
)

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
又
は
製
造
に
必
要
な

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
又
は
製
造
に
必
要
な

技
術
を
除
く
。

技
術
を
除
く
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

第
六
条
第
一
号
ハ
か
ら
ル
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
集

ロ

第
六
条
第
一
号
ハ
か
ら
ル
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
集

積
回
路

同
号
リ

四

か
ら

六

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

積
回
路

同
号
リ

四

か
ら

六

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

(
(

)
(

)
(

(
)

(
)

の
を
除
く
。

の
う
ち
、
最
小
線
幅
が
〇
・
五
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト

の
を
除
く
。

の
う
ち
、
最
小
線
幅
が
〇
・
七
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト

)
)

ル
以
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
多
層
構
造

多
結
晶
シ
リ
コ

ル
以
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
多
層
構
造
多
結
晶
シ
リ
コ

(
(

ン
層
及
び
金
属
層
が
い
ず
れ
も
三
層
以
下
の
も
の
を
除
く
。

を

ン
層
及
び
金
属
層
が
い
ず
れ
も
三
層
以
下
の
も
の
を
除
く
。

を

)
)

有
し
な
い
も
の

有
し
な
い
も
の

三

（
略
）

三

（
略
）

四

第
六
条
に
該
当
す
る
も
の
（
前
号
又
は
同
条
第
一
号
若
し
く
は

四

第
六
条
に
該
当
す
る
も
の
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
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第
十
八
号
か
ら
第
二
十
一
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除

）
を
設
計
し
、
又
は
製
造
す
る
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム

く
。
）
を
設
計
し
、
又
は
製
造
す
る
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ

ム

２

（
略
）

２

（
略
）

３

外
為
令
別
表
の
七
の
項

三

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、

３

外
為
令
別
表
の
七
の
項

三

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、

(
)

(
)

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ
セ
ッ
サ
、
マ
イ
ク
ロ
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
又
は
マ
イ

三

マ
イ
ク
ロ
プ
ロ
セ
ッ
サ
、
マ
イ
ク
ロ
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
又
は
マ
イ

ク
ロ
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
で
あ
っ
て
、
論
理
演
算
ユ
ニ
ッ
ト
の
ア
ク
セ

ク
ロ
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
で
あ
っ
て
、
論
理
演
算
ユ
ニ
ッ
ト
の
ア
ク
セ

ス
幅
の
ビ
ッ
ト
数
が
三
十
二
以
上
の
も
の
の
う
ち
、
複
合
理
論
性

ス
幅
の
ビ
ッ
ト
数
が
三
十
二
以
上
の
も
の
の
う
ち
、
複
合
理
論
性

能

別
表
第
一
の
中
欄
に
掲
げ
る
マ
イ
ク
ロ
プ
ロ
セ
ッ
サ
、
マ
イ
ク

能

別
表
第
一
の
中
欄
に
掲
げ
る
マ
イ
ク
ロ
プ
ロ
セ
ッ
サ
、
マ
イ
ク

(
(

ロ
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
又
は
マ
イ
ク
ロ
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
の
種
類

同
表
の

ロ
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
又
は
マ
イ
ク
ロ
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
の
種
類

同
表
の

(
(

四
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

四
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

)
)

の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

が
一
秒
に
つ
き
五
三
〇
メ
ガ
演

の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

が
一
秒
に
つ
き
五
三
〇
メ
ガ
演

)
)

算
以
上
の
も
の
の
設
計
又
は
製
造
に
必
要
な
技
術

プ
ロ
グ
ラ
ム
を

算
以
上
の
も
の
の
設
計
又
は
製
造
に
必
要
な
技
術

プ
ロ
グ
ラ
ム
を

(
(

除
く
。

。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
又

除
く
。

。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
又

)
)

は
製
造
に
必
要
な
技
術
を
除
く
。

は
製
造
に
必
要
な
技
術
を
除
く
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

第
六
条
第
一
号
ハ
か
ら
ル
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
集

ロ

第
六
条
第
一
号
ハ
か
ら
ル
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
集

積
回
路

同
号
リ

四

か
ら

六

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

積
回
路

同
号
リ

四

か
ら

六

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

(
(

)
(

)
(

(
)

(
)

の
を
除
く
。

の
う
ち
、
最
小
線
幅
が
〇
・
五
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト

の
を
除
く
。

の
う
ち
、
最
小
線
幅
が
〇
・
七
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト

)
)

ル
以
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
多
層
構
造

多
結
晶
シ
リ
コ

ル
以
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
多
層
構
造

多
結
晶
シ
リ
コ

(
(

ン
層
及
び
金
属
層
が
い
ず
れ
も
三
層
以
下
の
も
の
を
除
く
。

を

ン
層
及
び
金
属
層
が
い
ず
れ
も
三
層
以
下
の
も
の
を
除
く
。

を

)
)

有
し
な
い
も
の

有
し
な
い
も
の
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４
～
５

（
略
）

４
～
５

（
略
）

第
二
十
条

外
為
令
別
表
の
八
の
項

一

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技

第
二
十
条

外
為
令
別
表
の
八
の
項

一

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技

(
)

(
)

術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
七
条
第
一
号
ロ
若
し
く
は
ハ
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
又
は

一

第
七
条
第
一
号
ロ
若
し
く
は
ハ
若
し
く
は
次
の
い
ず
れ
か
に
該

製
造
に
必
要
な
技
術

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。

当
す
る
も
の
の
設
計
又
は
製
造
に
必
要
な
技
術

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除

(
)

(

)

く
。
イ

複
合
理
論
性
能
が
一
秒
に
つ
き
七
五
、
〇
〇
〇
メ
ガ
演
算
超

一
五
〇
、
〇
〇
〇
メ
ガ
演
算
以
下
の
デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機

ロ

デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
の
機
能
を
向
上
す
る
よ
う
に
設
計
し

た
部
分
品
で
あ
っ
て
、
計
算
要
素
を
集
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り

、
複
合
理
論
性
能
が
一
秒
に
つ
き
七
五
、
〇
〇
〇
メ
ガ
演
算
超

に
な
る
も
の

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
七
条
に
該
当
す
る
貨
物

同
条

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
七
条
に
該
当
す
る
貨
物

複
合

(
(

第
三
号
ハ
に
該
当
す
る
デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
を
除
く
。

の
設
計

理
論
性
能
が
一
秒
に
つ
き
一
五
〇
、
〇
〇
〇
メ
ガ
演
算
を
超
え
る

)

又
は
製
造
に
必
要
な
技
術

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。

デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
を
除
く
。

の
設
計
又
は
製
造
に
必
要
な
技

(
)

)

(
)

術

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。

三

第
七
条
第
一
号
ロ
若
し
く
は
ハ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を

三

第
一
号
イ
若
し
く
は
ロ
若
し
く
は
第
七
条
第
一
号
ロ
若
し
く
は
ハ

設
計
し
、
若
し
く
は
製
造
す
る
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
設
計
し
、
若
し
く
は
製
造
す
る
た

そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
若
し
く
は
製
造
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ

め
に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
若
し
く

ラ
ム
を
除
く
。
）

は
製
造
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

第
七
条
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
デ
ジ
タ

四

前
号
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
第
二
十
七
条
第
二
項
第
二
号
に
該
当

四

前
号
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は

ル
電
子
計
算
機

す
る
も
の
の
使
用
に
必
要
な
技
術

を
設
計
し
、
若
し
く
は
製
造
す
る
た
め
に
設
計
し

た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
使
用
に
必
要
な
技
術
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五

第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
七
条
に
該
当
す
る
貨
物

同

五

第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
七
条
に
該
当
す
る
貨
物

複

(
(

条
第
三
号
ハ
に
該
当
す
る
デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
を
除
く
。

を
設

合
理
論
性
能
が
一
秒
に
つ
き
一
五
〇
、
〇
〇
〇
メ
ガ
演
算
を
超
え

)
計
し
、
若
し
く
は
製
造
す
る
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は

る
デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
を
除
く
。

を
設
計
し
、
若
し
く
は
製
造

)

そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
、
製
造
若
し
く
は
使
用
に
必
要
な
技
術

す
る
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設

(
)

(
)

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。

計
、
製
造
若
し
く
は
使
用
に
必
要
な
技
術

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。

六

第
七
条
に
該
当
す
る
も
の
の
使
用
に
必
要
な
技
術
プ
ロ
グ
ラ
ム

六

第
一
号
か
ら
前
号
ま
で
又
は
第
二
十
七
条
第
二
項
第
一
号
若
し

(

を
除
く
。

く
は
第
二
号
に
該
当
す
る
技
術

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。

を
支
援
す

)
(

)

る
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム

七

第
七
条
に
該
当
す
る
も
の
を
使
用
す
る
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ

グ
ラ
ム
又
は
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
、
製
造
若
し
く
は
使
用
に

必
要
な
技
術

八

第
一
号
か
ら
前
号
ま
で
又
は
次
の
イ
若
し
く
は
ロ
に
該
当
す
る

技
術

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。

を
支
援
す
る
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ

(
)

グ
ラ
ム第
七
条
第
三
号
ハ
に
該
当
す
る
デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
の
設

イ
計
又
は
製
造
に
必
要
な
技
術

ロ

を
設

第
七
条
第
三
号
ハ
に
該
当
す
る
デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機

計
し
、
若
し
く
は
製
造
す
る
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設

計
若
し
く
は
製
造
に
必
要
な
技
術

２

外
為
令
別
表
の
八
の
項

二

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は

２

外
為
令
別
表
の
八
の
項

二

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、

(
)

(
)

、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

複
合
理
論
性
能
が
一
秒
に
つ
き
七
五
、
〇
〇
〇
メ
ガ
演
算
超
一

一

第
七
条
に
該
当
す
る
も
の
の
使
用
に
必
要
な
技
術

プ
ロ
グ
ラ
ム

一

(
)

五
〇
、
〇
〇
〇
メ
ガ
演
算
以
下
の
デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
の
設
計

を
除
く
。

又
は
製
造
に
必
要
な
技
術(

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。)

二

第
七
条
に
該
当
す
る
も
の
を
使
用
す
る
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ
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の
設
計
又
は
製
造
に
必
要
な

グ
ラ
ム
又
は
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
、
製
造
若
し
く
は
使
用
に

二

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

技
術(

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。)

必
要
な
技
術

イ

複
合
理
論
性
能
が
一
秒
に
つ
き
二
八
、
〇
〇
〇
メ
ガ
演
算
超

七
五
、
〇
〇
〇
メ
ガ
演
算
以
下
の
デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機

ロ

デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
の
機
能
を
向
上
す
る
よ
う
に
設
計
し

た
部
分
品
で
あ
っ
て
、
計
算
要
素
を
集
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り

、
複
合
理
論
性
能
が
一
秒
に
つ
き
二
八
、
○
○
○
メ
ガ
演
算
超

一
九
〇
、
〇
〇
〇
メ
ガ
演
算
以
下
に
な
る
も
の

(
)

三

複
合
理
論
性
能
が
一
秒
に
つ
き
七
五
、
〇
〇
〇
メ
ガ
演
算
超
一

三

第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
技
術

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。

五
〇
、
〇
〇
〇
メ
ガ
演
算
以
下
の
デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機

を
支
援
す
る
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
設
計

し
、
若
し
く
は
製
造
す
る
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
そ
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
若
し
く
は
製
造
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
除
く
。
）

複
合
理
論
性
能
が
一
秒
に
つ
き
一
五

四

前
号
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は

〇
、
〇
〇
〇
メ
ガ
演
算
超
一
九
〇
、
〇
〇
〇
メ
ガ
演
算
以
下
の
デ

を
設
計
し
、
若
し
く
は
製
造
す
る
た
め
に
設

ジ
タ
ル
電
子
計
算
機

計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
使
用
に
必
要
な
技
術

五

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
設
計
し
、
若
し
く
は
製
造
す

る
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
、

製
造
若
し
く
は
使
用
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

イ

複
合
理
論
性
能
が
一
秒
に
つ
き
二
八
、
〇
〇
〇
メ
ガ
演
算
超

七
五
、
〇
〇
〇
メ
ガ
演
算
以
下
の
デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機

ロ

デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
の
機
能
を
向
上
す
る
よ
う
に
設
計
し

た
部
分
品
で
あ
っ
て
、
計
算
要
素
を
集
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
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、
複
合
理
論
性
能
が
一
秒
に
つ
き
二
八
、
○
○
○
メ
ガ
演
算
超

一
九
〇
、
〇
〇
〇
メ
ガ
演
算
以
下
に
な
る
も
の

又
は
次
の
イ
若
し
く
は
ロ
に
該
当
す
る

六

第
一
号
か
ら
前
号
ま
で

を
支
援
す
る
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ

技
術

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。

(
)

グ
ラ
ム複
合
理
論
性
能
が
一
秒
に
つ
き
一
五
〇
、
〇
〇
〇
メ
ガ
演
算

イ
超
一
九
〇
、
〇
〇
〇
メ
ガ
演
算
以
下
の
デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機

の
設
計
又
は
製
造
に
必
要
な
技
術

複
合
理
論
性
能
が
一
秒
に
つ
き
一
五
〇
、
〇
〇
〇
メ
ガ
演
算

ロ
超
一
九
〇
、
〇
〇
〇
メ
ガ
演
算
以
下
の
デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機

を
設
計
し
、
若
し
く
は
製
造
す
る
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
設
計
若
し
く
は
製
造
に
必
要
な
技
術

七

プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又

四

プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又

は
そ
の
設
計
、
製
造
若
し
く
は
使
用
に
必
要
な
技
術

は
そ
の
設
計
、
製
造
若
し
く
は
使
用
に
必
要
な
技
術

イ

並
列
処
理
機
能
を
有
す
る
装
置
の
た
め
に
設
計
さ
れ
た
オ
ペ

イ

並
列
処
理
機
能
を
有
す
る
装
置
の
た
め
に
設
計
さ
れ
た
オ
ペ

レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
発
ツ
ー
ル
又
は
コ

レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
発
ツ
ー
ル
又
は
コ

ン
パ
イ
ラ
で
あ
っ
て
、
ソ
ー
ス
コ
ー
ド
の
も
の

ン
パ
イ
ラ
で
あ
っ
て
、
ソ
ー
ス
コ
ー
ド
の
も
の

ロ

削
除

ロ

削
除

八

前
号
の
技
術

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。

を
支
援
す
る
た
め
に
設
計

五

前
号
の
技
術

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。

を
支
援
す
る
た
め
に
設
計

(
)

(
)

し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム

し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム

九

第
八
条
第
九
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

六

第
八
条
第
九
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

貨
物
の
有
す
る
機
能
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は

貨
物
の
有
す
る
機
能
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は

当
該
機
能
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
プ
ロ
グ

当
該
機
能
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
プ
ロ
グ

ラ
ム

ラ
ム
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十

前
号
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
検
定
す
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

七

前
号
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
検
定
す
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

十
一

前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
、
製
造
又
は

八

前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
、
製
造
又
は
使

使
用
の
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム

用
の
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム

十
二

前
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
、
製
造
若
し

九

前
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
、
製
造
若
し
く

く
は
使
用
に
必
要
な
技
術

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。

又
は
こ
れ
を
支

は
使
用
に
必
要
な
技
術

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。

又
は
こ
れ
を
支
援

(
)

(
)

援
す
る
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム

す
る
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム

第
二
十
一
条

第
二
十
一
条

１

（
略
）

１

（
略
）

２

外
為
令
別
表
の
九
の
項

二

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、

２

外
為
令
別
表
の
九
の
項

二

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、

(
)

(
)

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

三
の
二

伝
送
通
信
装
置
又
は
電
子
式
交
換
装
置
で
あ
っ
て
、
イ
、

三
の
二

伝
送
通
信
装
置
又
は
電
子
式
交
換
装
置
で
あ
っ
て
、
イ
、

ロ

一

若
し
く
は

五

、
ハ
若
し
く
は
ニ

一

に
該
当
す
る
も
の
を

ロ

一

若
し
く
は

五

、
ハ
若
し
く
は
ニ

一

に
該
当
す
る
も
の
を

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

設
計
す
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

設
計
す
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
の
設
計
若
し
く
は
製
造
に
必
要
な
技
術

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く

も
の
の
設
計
若
し
く
は
製
造
に
必
要
な
技
術

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く

(
(

)
)

。

。

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

無
線
送
信
機
又
は
無
線
受
信
機
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

ニ

無
線
送
信
機
又
は
無
線
受
信
機
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の

に
該
当
す
る
も
の

一

二
五
六
値
を
超
え
る
直
交
振
幅
変
調
技
術
を
用
い
た
も
の

一

一
二
八
値
を
超
え
る
直
交
振
幅
変
調
技
術
を
用
い
た
も
の

(
)

(
)二

（
略
）

（
二
）
（
略
）

(
)

ホ

非
対
応
網
で
動
作
す
る
共
通
線
信
号
機
能
を
有
す
る
も
の

ホ

非
対
応
網
又
は
準
対
応
網
の
い
ず
れ
か
で
動
作
す
る
共
通
線

信
号
機
能
を
有
す
る
も
の
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四
～
十
五

（
略
）

四
～
十
五

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
三
条

第
二
十
三
条

１

（
略
）

１

（
略
）

２

外
為
令
別
表
の
一
一
の
項

二

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は

２

外
為
令
別
表
の
一
一
の
項

二

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は

(
)

(
)

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
十
条
の
第
一
号
か
ら
第
三
号
の
二
ま
で
の
い
ず
れ
か
又
は
第

二

第
十
条
の
第
一
号
か
ら
第
三
号
の
二
ま
で
の
い
ず
れ
か
又
は
第

四
号
に
該
当
す
る
も
の
の
使
用

修
理
又
は
オ
ー
バ
ー
ホ
ー
ル
に
係

四
号
イ
に
該
当
す
る
も
の
の
使
用

修
理
又
は
オ
ー
バ
ー
ホ
ー
ル
に

(
(

)
(

)
)

(
)

る
も
の
に
限
る
。

に
必
要
な
技
術

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。

係
る
も
の
に
限
る
。

に
必
要
な
技
術

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

第
二
十
四
条
～
第
二
十
八
条

（
略
）

第
二
十
四
条
～
第
二
十
八
条

（
略
）


